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 岸田 文雄 殿 

 

 

    こども家庭審議会     

会長 秋田 喜代美   

（公印省略）   

 

 

 

今後５年程度を見据えたこども施策の基本的な方針及び重要事項等について 

（答申） 

 

 

令和５年４月２１日付こ総政第２１号をもって内閣総理大臣よりこども家庭審議会

に諮問があった、今後５年程度を見据えたこども施策の基本的な方針及び重要事項等

について、本審議会は、別紙１～３のとおり結論を得たので答申します。 

 

 

 


